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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性化パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキストを要求するメッセージの送信
回数によって予め決定された応答時間を調節する段階と、
　前記調節された予め決定された応答時間を有する前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求
するメッセージを送信する段階と、
　前記送信されたメッセージの応答時間が前記予め決定された応答時間以内であるか否か
を判断し、前記判断結果に基づいて、前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセー
ジが受信されたか否かを確認する段階と
　を含み、
　前記予め決定された応答時間を調節する段階は、
　活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数が予め決定された送信回数
より少ないか否かを確認する段階と、
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数が予め決定された送信
回数より少ない場合、前記送信回数によって予め決定された応答時間を調節する段階とを
含むことを特徴とする移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【請求項２】
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信された場合、ＰＤＰコンテ
キストを設定する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末機の
ＰＤＰコンテキスト設定方法。
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【請求項３】
　前記予め決定された送信回数は、
　５回以下であることを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキス
ト設定方法。
【請求項４】
　前記予め決定された応答時間は、
　前記送信回数が増加するほど予め決定された値だけ減少することを特徴とする請求項３
に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【請求項５】
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する段階は、
　前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間をカウント
する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト
設定方法。
【請求項６】
　前記応答時間は、
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する時点から前記活性化Ｐ
ＤＰコンテキストを承認するメッセージを受信する時点までであることを特徴とする請求
項５に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【請求項７】
　前記確認する段階は、
　前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予め
決定された応答時間以内であるか否かを判断する段階と、
　前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予め
決定された応答時間以内であると、前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージ
が受信されたか否かを確認する段階とを含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信
端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【請求項８】
　前記判断する段階は、
　前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予め
決定された応答時間を超過すると、前記調節する段階をさらに含むことを特徴とする請求
項７に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【請求項９】
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信されなかった場合、前記判
断する段階をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の移動通信端末機のＰＤＰコン
テキスト設定方法。
【請求項１０】
　前記移動通信端末機は、
　携帯電話端末、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ノートブックコンピュータのいずれか１つで
あることを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末機に関し、特に、パケットデータプロトコル（以下、ＰＤＰと
称する）コンテキストを効率的に設定又は解除し得る移動通信端末機のＰＤＰコンテキス
ト設定及び解除方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、移動通信端末機は基地局により形成されるサービスエリア内で移動中に、ＭＳ
Ｃ（Mobile Switching Center）のスイッチング制御によりいつでもどこでも直ちに無線
呼び出し及び無線接続することにより相手と通信できる装置である。
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【０００３】
　最近、移動通信端末機は、音声通信だけでなく記号、数字、文字などからなるデータの
通信及び映像信号が含まれたマルチメディアの通信も可能である。このように、音声のみ
を交換する通信方式を超えて移動通信技術が急速に発展しているが、特に、データネット
ワークを無線通信ネットワークに拡張させるために、ＧＰＲＳ（General Packet Radio S
ervice）という概念が提案された。
【０００４】
　前記ＧＰＲＳは、無線通信システムを介して送受信される情報に非音性情報を追加し得
るため、ＧＰＲＳネットワークと既存のインターネット間の接続を可能にし、それにより
、前記移動通信端末機は、一般的に有線インターネットネットワークで広く使用されるＦ
ＴＰ（File Transfer Protocol）、ウェブブラウジング、テルネット（Telnet）などのサ
ービス使用が可能である。このような一般のＧＰＲＳネットワークの概念的な構造を図３
に基づいて説明する。
【０００５】
　図３は、一般のＧＰＲＳネットワークの概念的な構造を示す図である。
【０００６】
　図３に示すように、一般のＧＰＲＳネットワークは基地局制御機（ＢＳＣ）２０を介し
てサービスエリア内の移動通信端末機１０にパケットを転送するためのＳＧＳＮ（Servin
g GPRS Support Node）３０と、該ＳＧＳＮ３０と外部のパケットデータネットワークで
あるインターネット５０の論理的インタフェースを担当し、ルーティング情報を管理する
ＧＧＳＮ（Gateway GPRS Support Node）４０とを含む。
【０００７】
　このように構成された一般のＧＰＲＳネットワークにおいて移動通信端末機のＰＤＰコ
ンテキストを設定又は解除する方法を簡略に説明する。
【０００８】
　まず、移動通信端末機１０は、活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージをＳＧ
ＳＮ３０に送信し、該ＳＧＳＮ３０から通常３０秒の予め決定された応答時間以内に活性
化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信されたか否かをを確認する。
【０００９】
　移動通信端末機１０は、前記予め決定された応答時間が経過していない場合、前記活性
化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信されたか否かを確認し、前記予め決定
された応答時間が経過した場合、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを
再送信する。ここで、移動通信端末機１０は、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求する
メッセージを最大５回まで再送信する。
【００１０】
　従って、移動通信端末機１０は、前記ＰＤＰコンテキストを設定するための活性化ＰＤ
Ｐコンテキストを要求するメッセージに対する応答メッセージとして、活性化ＰＤＰコン
テキストを承認するメッセージが前記予め決定された応答時間以内に受信された場合、前
記ＰＤＰコンテキストをＳＧＳＮ３０に設定し、前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認す
るメッセージが予め決定された応答時間以内に受信されなかった場合、最大５回まで前記
活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージをＳＧＳＮ３０に再送信する。
【００１１】
　一方、移動通信端末機１０は、非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージをＳ
ＧＳＮ３０に送信し、該ＳＧＳＮ３０から非活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセ
ージを通常３０秒の予め決定された応答時間以内に受信することにより、前記ＰＤＰコン
テキストを設定する方法と同様な方式で、前記設定されたＰＤＰコンテキストを解除する
。
【００１２】
　しかしながら、従来の移動通信端末機のＰＤＰコンテキストの設定及び解除方法は、予
め決定された所定応答時間以内にＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信されな



(4) JP 4303722 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

かった場合、予め決定された送信回数までＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを再
送信するため、ＰＤＰコンテキストが設定又は解除されないときは、最大２分３０秒とい
う多くの時間がかかるので、非効率的であるという問題があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを再送信する回数によって
ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージに対する予め決定された応答時間を調節するこ
とにより、ＰＤＰコンテキストを効率的に設定又は解除し得るＧＰＲＳネットワークにお
ける移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定及び解除方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このような目的を達成するために、本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト
設定方法は、活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数によって予め決
定された応答時間を調節する段階と、前記調節された予め決定された応答時間を有する前
記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する段階と、前記送信されたメ
ッセージの応答時間が前記予め決定された応答時間以内であると、前記活性化ＰＤＰコン
テキストを承認するメッセージが受信されたか否かを確認する段階とを含むことを特徴と
する。
【００１５】
　また、このような目的を達成するために、本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテ
キスト解除方法は、非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数によっ
て予め決定された応答時間を調節する段階と、前記調節された予め決定された応答時間を
有する前記非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する段階と、前記送
信されたメッセージの応答時間が前記予め決定された応答時間以内であると、前記非活性
化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信されたか否かを確認する段階とを含む
ことを特徴とする。
【００１６】
　本発明により、以下が提供される：
　項目１．
　活性化パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキストを要求するメッセージの送信
回数によって予め決定された応答時間を調節する段階と、
　前記調節された予め決定された応答時間を有する前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求
するメッセージを送信する段階と、
　前記送信されたメッセージの応答時間が前記予め決定された応答時間以内であるか否か
を判断し、前記判断結果に基づいて、前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセー
ジが受信されたか否かを確認する段階と
　を含むことを特徴とする移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【００１７】
　項目２．
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信された場合、ＰＤＰコンテ
キストを設定する段階をさらに含むことを特徴とする項目１に記載の移動通信端末機のＰ
ＤＰコンテキスト設定方法。
【００１８】
　項目３．
　前記予め決定された応答時間を調節する段階は、
　活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数が予め決定された送信回数
より少ないか否かを確認する段階と、
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数が予め決定された送信
回数より少ない場合、前記送信回数によって予め決定された応答時間を調節する段階とを
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含むことを特徴とする項目１に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【００１９】
　項目４．
　前記予め決定された送信回数は、
　５回以下であることを特徴とする項目３に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト
設定方法。
【００２０】
　項目５．
　前記予め決定された応答時間は、
　前記送信回数が増加するほど予め決定された値だけ減少することを特徴とする項目４に
記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【００２１】
　項目６．
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する段階は、
　前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間をカウント
する段階を含むことを特徴とする項目１に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設
定方法。
【００２２】
　項目７．
　前記応答時間は、
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する時点から前記活性化Ｐ
ＤＰコンテキストを承認するメッセージを受信する時点までであることを特徴とする項目
６に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【００２３】
　項目８．
　前記確認する段階は、
　前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予め
決定された応答時間以内であるか否かを判断する段階と、
　前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予め
決定された応答時間以内であると、前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージ
が受信されたか否かを確認する段階とを含むことを特徴とする項目１に記載の移動通信端
末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【００２４】
　項目９．
　前記判断する段階は、
　前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予め
決定された応答時間を超過すると、前記調節する段階をさらに含むことを特徴とする項目
８に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【００２５】
　項目１０．
　前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信されなかった場合、前記判
断する段階をさらに含むことを特徴とする項目８に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテ
キスト設定方法。
【００２６】
　項目１１．
　前記移動通信端末機は、
　携帯電話端末、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ノートブックコンピュータのいずれか１つで
あることを特徴とする項目１に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法。
【００２７】
　項目１２．
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　非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数によって予め決定された
応答時間を調節する段階と、
　前記調節された予め決定された応答時間を有する前記非活性化ＰＤＰコンテキストを要
求するメッセージを送信する段階と、
　前記送信されたメッセージの応答時間が前記予め決定された応答時間以内であると、前
記非活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信されたか否かを確認する段階
と
　を含むことを特徴とする移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法。
【００２８】
　項目１３．
　前記非活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージを受信した場合、ＰＤＰコンテ
キストを解除する段階をさらに含むことを特徴とする項目１２に記載の移動通信端末機の
ＰＤＰコンテキスト解除方法。
【００２９】
　項目１４．
　前記調節する段階は、
　非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数が予め決定された送信回
数より少ないか否かを確認する段階と、
　前記非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数が予め決定された送
信回数より少ない場合、前記送信回数によって予め決定された応答時間を調節する段階と
を含むことを特徴とする項目１２に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法
。
【００３０】
　項目１５．
　前記予め決定された送信回数は、
　５回以下であることを特徴とする項目１４に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキス
ト解除方法。
【００３１】
　項目１６．
　前記予め決定された応答時間は、
　前記送信回数が増加するほど予め決定された値だけ減少することを特徴とする項目１４
に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法。
【００３２】
　項目１７．
　前記送信する段階は、
　前記送信された非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間をカウン
トする段階を含むことを特徴とする項目１２に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキス
ト解除方法。
【００３３】
　項目１８．
　前記応答時間は、
　前記非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する時点から前記非活性
化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージを受信する時点までであることを特徴とする
項目１７に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法。
【００３４】
　項目１９．
　前記確認する段階は、
　前記送信された非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予
め決定された応答時間以内であるか否かを判断する段階と、
　前記送信された非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予
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め決定された応答時間以内であると、前記非活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセ
ージが受信されたか否かを確認する段階とを含むことを特徴とする項目１２に記載の移動
通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法。
【００３５】
　項目２０．
　前記判断する段階は、
　前記送信された非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間が前記予
め決定された応答時間を超過すると、前記調節する段階を行うことを特徴とする項目１９
に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法。
【００３６】
　項目２１．
　前記確認する段階は、
　前記非活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信されなかった場合、前記
判断する段階を行うことを特徴とする項目１９に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキ
スト解除方法。
【００３７】
　項目２２．
　前記移動通信端末機は、
　携帯電話端末、携帯情報端末、ノートブックコンピュータのいずれか１つであることを
特徴とする項目１２に記載の移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法。
【００３８】
　項目２３．
　ＰＤＰコンテキストの設定又は解除要求を送信するそれぞれの機会に関連した適切な承
認待機時間を与える段階と、
　前記ＰＤＰコンテキストの設定又は解除要求の送信を１回又は数回行い、各送信機会に
与えられた承認待機時間内に要求に対する承認が受けられたか否かを確認する段階と、
　前記ＰＤＰコンテキストの設定又は解除要求に対する承認が受けられた場合、ＰＤＰコ
ンテキストを設定又は解除する段階と
　を含むことを特徴とするＰＤＰコンテキスト処理方法。
【００３９】
　項目２４．
　通信環境や他の要素によって適切な承認待機時間を与えることを特徴とする項目２３に
記載のＰＤＰコンテキスト処理方法。
【００４０】
　項目２５．
　最初の送信を行う前に、１つ又はそれ以上の適切な承認待機時間を与えることを特徴と
する項目２３に記載のＰＤＰコンテキスト処理方法。
【００４１】
　項目２６．
　適合切な承認待機時間を、各送信機会に送信を行う度に決定することを特徴とする項目
２３に記載のＰＤＰコンテキスト処理方法。
【００４２】
　項目２７．
　最初の送信時の承認待機時間が後の送信の時の承認待機時間より長いことを特徴とする
項目２３に記載のＰＤＰコンテキスト処理方法。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定及び解除方法は、ＰＤＰコンテ
キストを要求するメッセージを再送信する回数によってＰＤＰコンテキストを要求するメ
ッセージに対する予め決定された応答時間を調節するので、ＰＤＰコンテキストを効率的
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に設定又は解除し得るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの再送信回数によってＰＤＰコンテキ
ストを要求するメッセージに対する予め決定された応答時間を調節することにより、ＰＤ
Ｐコンテキストを効率的に設定又は解除し得る、本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコ
ンテキストの設定及び解除方法の好ましい実施形態を添付した図面に基づいて詳細に説明
する。
【００４５】
　本発明の発明者らは、ＰＤＰコンテキストの設定（又は解除）の承認を受けるために待
機する一定の時間（通常５秒）が、ある状況では不要かつ不利であるということを認識し
た。従って、発明者らは、ＰＤＰコンテキスト送信に対する適切な１つ又はそれ以上の時
間を状況に応じて調節する特別な方法を開発し、それにより、通信環境の条件及び／又は
他の要素によってｎ回目の送信に対して独立した時間（すなわち、待機時間）を有するよ
うになった。
【００４６】
　図１は、本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法を示す図である。
【００４７】
　図１に示すように、本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法は、活
性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数が予め決定された送信回数より
少ないか否かを確認する段階（Ｓ２１）と、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメ
ッセージの送信回数が予め決定された送信回数より少ない場合、前記送信回数によって予
め決定された応答時間を調節する段階（Ｓ２２）と、前記調節された予め決定された応答
時間を有する活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する段階（Ｓ２３）
と、前記送信されたメッセージの応答時間が前記調節された予め決定された応答時間以内
であるか否かを判断する段階（Ｓ２４）と、前記送信されたメッセージの応答時間が前記
予め決定された応答時間以内であると、前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセ
ージが受信されたか否かを確認する段階（Ｓ２５）と、前記活性化ＰＤＰコンテキストを
承認するメッセージが受信された場合、前記活性化ＰＤＰコンテキストを設定する段階（
Ｓ２６）とを含む。
【００４８】
　以下、このような本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキストを設定する方法を
詳細に説明する。
【００４９】
　まず、移動通信端末機１０は、前記送信する活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッ
セージの送信回数が予め決定された送信回数以内であるか否かを確認する（Ｓ２１）。移
動通信端末機１０は、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数が
前記予め決定された回数以内である場合、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッ
セージの送信回数によって予め決定された応答時間を調節し、前記活性化ＰＤＰコンテキ
ストを要求するメッセージの送信回数が前記予め決定された送信回数を超過した場合、前
記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信を終了する。ここで、前記応答
時間は、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを送信する時点から前記活
性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージを受信する時点までの時間である。
【００５０】
　移動通信端末機１０は、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回
数によって予め決定された応答時間を調節する（Ｓ２２）。すなわち、移動通信端末機１
０は、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数に対応する予め決
定された応答時間を決定することにより、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッ
セージの送信回数によって前記予め決定された応答時間を調節する。
【００５１】
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　例えば、移動通信端末機１０は、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージ
の最大送信回数を５回に決定すると、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求する第１メッ
セージの応答時間を従来技術と同様に３０秒に決定した後、前記活性化ＰＤＰコンテキス
トを再要求する第２メッセージの応答時間を２０秒、第３メッセージの応答時間を１０秒
、第４メッセージの応答時間を５秒、第５メッセージの応答時間を５秒に予め決定するこ
とにより、再送信される活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間を前
記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数によって異なる時間に調節
し得る。
【００５２】
　前記調節された予め決定された応答時間を有する移動通信端末機１０は、前記活性化Ｐ
ＤＰコンテキストを要求するメッセージをＳＧＳＮ３０に送信した後、前記送信された活
性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間をカウンターによりカウントす
る（Ｓ２３）。すなわち、移動通信端末機１０は、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求
するメッセージを送信する度に前記カウンターを初期化して駆動することにより、前記活
性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間を毎回カウントする。
【００５３】
　これにより、移動通信端末機１０は、前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求
するメッセージに対する応答メッセージとして、活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメ
ッセージが前記予め決定された応答時間以内に受信されたか否かを判断し得る。
【００５４】
　移動通信端末機１０は、前記送信された活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセー
ジの応答時間、すなわち、前記カウントされた応答時間が前記予め決定された時間以内で
あるか否かを判断する（Ｓ２４）。移動通信端末機１０は、前記カウントされた応答時間
が前記予め決定された時間以内である場合、前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメ
ッセージが受信されたか否かを確認し、前記カウントされた応答時間が前記予め決定され
た時間を超過した場合、前記活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージを再送信す
る。
【００５５】
　その後、移動通信端末機１０は、ＳＧＳＮ３０から活性化ＰＤＰコンテキストを承認す
るメッセージが受信されたか否かを確認する（Ｓ２５）。移動通信端末機１０は、前記活
性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受信された場合、ＳＧＳＮ３０との前記
ＰＤＰコンテキストを設定し、前記活性化ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージが受
信されなかった場合、前記カウントされた応答時間が前記予め決定された応答時間以内で
あるか否かを再び判断する。
【００５６】
　このように、移動通信端末機１０は、前記ＰＤＰコンテキストを設定する（Ｓ２６）。
前記設定されたＰＤＰコンテキストによりＧＰＲＳネットワークと既存のインターネット
５０とが接続されるため、移動通信端末機１０は、無線通信ネットワークで自由にデータ
通信を行うことができる。
【００５７】
　一方、前記ＰＤＰコンテキストが設定されている間に、移動通信端末機１０が、非活性
ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージをＳＧＳＮ３０に送信し、該ＳＧＳＮ３０から
非活性ＰＤＰコンテキストを承認するメッセージを受信すると、前記設定されたＰＤＰコ
ンテキストを解除する。
【００５８】
　このような本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法を図２に基づい
て説明する。
【００５９】
　図２は、本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法を示す図である。
【００６０】
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　図２に示すように、本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法に関す
る説明は、本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法における説明と同
様であるため、これに関する詳細な説明は省略する。
【００６１】
　ただし、移動通信端末機１０は、前記非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセー
ジの最大送信回数に対応する予め決定された応答時間を決定することにより、前記非活性
化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数によって予め決定された応答時間
を異なる時間に調節する。
【００６２】
　例えば、移動通信端末機１０は、前記非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセー
ジの最大送信回数を５回に決定すると、前記非活性化ＰＤＰコンテキストを要求する第１
メッセージの応答時間を従来と同様に８秒に決定した後、前記非活性化ＰＤＰコンテキス
トを再要求する第２メッセージの応答時間を５秒、第３メッセージの応答時間を５秒、第
４メッセージの応答時間を３秒、第５メッセージの応答時間を３秒に予め決定することに
より、再送信される非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの応答時間を前記
非活性化ＰＤＰコンテキストを要求するメッセージの送信回数によって異なる値に調節し
得る。
【００６３】
　ここで、それぞれの後の再送信に対する応答時間の特定時間は、通信環境又は他の要素
により変更可能である。
【００６４】
　本発明は、ＰＤＰコンテキストの設定又は解除要求を送信するそれぞれの機会に関連し
た適切な承認待機時間を状況に応じて与える段階と、前記ＰＤＰコンテキストの設定又は
解除要求送信を１回又は数回行い、各送信機会に与えられた承認待機時間内に要求に対す
る承認が受けられたか否かを確認する段階と、前記ＰＤＰコンテキストの設定又は解除要
求に対する承認が受けられた場合、ＰＤＰコンテキストを設定又は解除する段階とを含む
ことを特徴とするＰＤＰコンテキストを処理する方法を提供する。
【００６５】
　ここで、通信環境や他の要素によって適切な承認待機時間を与えることができ、最初の
送信を行う前に、１つ又はそれ以上の適切な承認待機時間を与えることができる。さらに
、適切な承認待機時間を各送信機会に送信を行う度に決定することができ、最初の送信時
の承認待機時間が後の送信時の承認待機時間より長いこともある。
【００６６】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト設定方法を示す図である。
【図２】本発明に係る移動通信端末機のＰＤＰコンテキスト解除方法を示す図である。
【図３】一般のＧＰＲＳネットワークの概念的な構造を示す図である。
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